
令和 7年 12 月 10 日 

感染症予防のための面会方法に関してのお知らせ 

ご入居者     様 

ご家族（代理人） 様 

特別養護老人ホーム 清心苑 

施設長 田村 修  

 

 平素は、当苑の運営にご協力いただきありがとうございます。清心苑では、これからも皆様が日々安心し

て、快適な入居生活を送ることができるよう取り組んでまいります。 

 さて、令和 8 年 1 月 5 日（月）より、面会方法が変更となります。方法に関しては、下記の通りとな

りますので、ご確認の程宜しくお願い致します。なお、変更部分に関しては、黒太字で表記しております。

面会方法に制限があり、ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げま

す。 

 

・面会は、毎日、下記の時間内となります。日曜祝日も面会ができます。 

・面会時間：ＡＭ9：30～ＰＭ16：30（最終入苑 16：15） 

・上記面会時間内であれば、滞在時間及び入苑回数に制限はありません。また、ご面会者様

の入苑人数にも制限はありません。 

・面会場所は清心苑 1階ロビー、または入居フロアー食堂、ご入居者様の居室となります。入居フ

ロアーに上がっていただき、ご自由にお過ごし下さい。ただし、他入居者様へのご配慮をお願い

致します。清心苑敷地内、1階玄関前での外気浴も可能です。 

・ご面会者様への検温・マスク着用・手指洗浄及び消毒の徹底をお願い致します。 

・ご面会者様の体温が 37.0℃以上の場合や、咳などの風邪症状がある場合は面会をお控え下さい。 

・面会時に「面会簿」のご記入をお願い致します。 

・面会中の飲食に関しては、別紙「面会時の飲食について」をご確認下さい。 

・当日のご入居者様の体調によっては、予告なく面会をお断りすることもございます。 

・ご入居者様の予定（食事・受診・入浴・リハビリ・行事等）により、面会が出来ないこと

や、予定を優先させていただくことがございます。面会のために、予定を変更することは

出来ませんのでご了承下さい。また、事前にお電話等でお問い合わせをいただいても、面

会をお約束することは出来ませんので併せてご了承ください。 

※なお、今後も感染症や当苑の体制上の問題等で、予告なく急遽面会を中止することもございます

のでご了承下さい。面会中止の情報をホームページにてお知らせ致しますので、予めご確認いた

だくか、電話等でお問い合わせの上ご来苑下さい。郵送や電話でのお知らせは行いません。また、

ホームページへの面会中止の掲載は遅れることもございますのでご了承ください。 

 

社会福祉法人健修会清心苑ホームページ  

URL  http://kenshukai.kir.jp/seishinen/index.html 
詳細及びご不明な点等ございましたら、下記担当相談員にご相談下さい。 

特別養護老人ホーム 清心苑 TEL03-3655-5963 

生活相談員 湯原 実・山田 将・小林 達也 



令和 7年 12 月 10 日 

面会時の飲食について 

ご入居者     様 

ご家族（代理人） 様 

特別養護老人ホーム 清心苑 

施設長 田村 修  

 

平素は、当苑の運営にご協力いただきありがとうございます。清心苑では、これからも皆

様が日々安心して、快適な入居生活を送ることができるよう取り組んでまいります。 

さて、ご入居者様とご家族（代理人）様が、安全に楽しいひとときをお過ごしいただけます

ように、当苑では面会時の飲食に関しまして、健康維持と衛生管理の観点から以下のルール

を定めさせていただきましたので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 なお、令和 8 年 1月 5 日（月）より、面会時の飲食ができるようになります。 
 

①  ご遠慮していただきたい食品  

・嚥下状態や疾患により召し上がることが難しい食品 

・飴やガム等の喉に詰まる恐れのある食品 

 

②  十分な注意をしていただきたい食品 

・生もの等の食中毒の原因になりやすい食品 

 

③  飲食時の留意事項 

・飲食前に必ず入居フロアー職員に、飲食する事と召し上がる食品の内容をお伝え下さい。 

・飲食が出来る時間は、面会時間内となります。 

・面会時にその場で食べきれる量（適量）をお持ち下さい。 

・飲食可能エリアは 1 階ロビーとなります。飲食中に何かございましたら、１階受付職員に

お声掛け下さい。なお、日曜祝日は１階受付職員が警備員となります。 

・残った食品は、必ずご家族（代理人）様がお持ち帰り下さい。ご入居者様に食品をお預け

になることはくれぐれもお控え下さい。 

・飲食後、再度入居フロアー職員に召し上がられた食品の内容と量をお伝え下さい。 

・他のご入居者様へ食品を配ることは、くれぐれもお控え下さい。経管栄養（胃ろう）の方

で口から食事を取ることができない方や、食事制限のある方、誤嚥リスクの高いご入居者

様がおられます。事故防止のためご協力をお願い致します。 

・ご入居者様の健康状態等によって飲食をお断りさせていただく場合もございます。ご了承

下さい。 

 

※面会時の飲食中の事故及び面会時の飲食を起因とした体調不良については一
切の責任を負いかねますので、十分にご注意下さい。 

 

 

なお、当苑ではご入居者様への食品の差し入れのお預かりは衛生管理上行っておりません。 

ご入居者様が嗜好品を召し上がりたい場合は当苑で可否を判断したうえで、代行購入致しま

す。ご希望の方は担当生活相談員にお申し付け下さい。 

 



令和 7年 12 月 10 日 

ご入居者様の外出・外泊に関してのお知らせ 

ご入居者     様 

ご家族（代理人） 様 

特別養護老人ホーム 清心苑 

施設長 田村 修  

 

 平素は、当苑の運営にご協力いただきありがとうございます。清心苑では、これからも皆様が日々

安心して、快適な入居生活を送ることができるよう取り組んでまいります。 

 

①  外出について  

当苑では新型コロナウイルス感染症流行初期より、原則医療機関への受診や特別なご事情以外の

外出を禁止しておりましたが、新型コロナウイルス感染症も５類感染症に移行され、当施設での発

生も以前と比較して少なくなったため、医療機関への受診や特別なご事情以外の外出に関して、 

令和 8 年 1 月 5 日（月）より以下の通り制限を設けた上で解禁致します。 

 

・外出は、平日（月曜日～土曜日）の下記の時間内となります。日曜・祝日・年末年始期間（12/30

～1/3）は外出できません。 

・外出ができる時間：ＡＭ9：30～ＰＭ16：30（ＰＭ16：30 までに清心苑にお戻り下さい。） 

・外出時に「外出許可書」のご記入をお願い致します。 

・外出中の飲食に関しては、別紙「面会時の飲食について」に準じます。 

・昼食を外食する場合は、準備等がございますので外出の２時間前までに当苑にご連絡いただけま

すと幸いです。 

・ご入居者様の体調や予定（診察・受診等）によっては、外出を禁止致しますので、ご家族（代理

人）様より、当日外出前にお電話等でご確認いただくことをおすすめします。 

・ご入居者様の予定（食事・入浴・リハビリ・行事等）を外出のために、別の日や別の時間に変更

することはできませんのでご了承下さい。 

 

②  外泊については、当面の間禁止とさせていただきます。 

 

※なお、今後も感染症や当苑の体制上の問題等で、予告なく急遽外出を禁止することもございます

のでご了承下さい。外出禁止の情報をホームページにてお知らせ致しますので、予めご確認いた

だくか、電話等でお問い合わせの上ご来苑下さい。郵送や電話でのお知らせは行いません。また、

ホームページへの外出禁止の掲載は遅れることもございますのでご了承ください。 

 

社会福祉法人健修会清心苑ホームページ  

URL  http://kenshukai.kir.jp/seishinen/index.html 
詳細及びご不明な点等ございましたら、下記担当相談員にご相談下さい。 

特別養護老人ホーム 清心苑 TEL03-3655-5963 

生活相談員 湯原 実・山田 将・小林 達也 


